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 （提案説明）  

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、建築

物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料の額を定める等のため、本

条例を制定するものであります。  



   日立市手数料条例の一部を改正する条例  

 日立市手数料条例（昭和４６年条例第５号）の一部を次のように改正

する。  

 別表５その他の表第１０項第１号中「この項及び次項」を「この項か

ら第１３項まで、第１６項及び第１７項」に改め、同表第１２項第１号

中「建築基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合するか

どうかの審査（以下この項及び次項において「建築基準関係規定適合審

査」という。）」を「建築基準関係規定適合審査」に改め、同号アから

ウまでを次のように改める。  

ア  認定の対象が住宅の単位住戸（住

宅の部分の一の住戸をいう。以下こ

の項、次項及び第１６項から第１８

項までにおいて同じ。）である場合  

  

(ｱ) 単位住戸が１の場合    

ａ  単位住戸の床面積が２００平

方メートル未満のとき  

１件  ２８，０００  

ｂ  単位住戸の床面積が２００平

方メートル以上のとき  

１件  ３２，０００  

(ｲ) 単位住戸が２以上の場合    

ａ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が  

３００平方メートル未満のとき  

１件  ５７，０００  

ｂ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が  

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

１件  ９６，０００  



２，０００平方メートル未満の

とき  

ｃ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

とき  

１件  １６３，０００  

ｄ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が

５，０００平方メートル以上の

とき  

１件  ２３４，０００  

イ  認定の対象が住宅（認定の対象が

２以上の単位住戸を有するものに限

る。）である場合（共用部分に係る

数値を用いない方法による場合にあ

っ て は 、 共 用 部 分 の 床 面 積 を 除

く。）  

  

(ｱ) 住宅の床面積の合計が３００平

方メートル未満のとき  

１件  ５７，０００  

(ｲ) 住宅の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のとき  

１件  ９６，０００  

(ｳ) 住 宅 の 床 面 積 の 合 計 が    

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

５，０００平方メートル未満のと

１件  １６３，０００  



き  

(ｴ) 住 宅 の 床 面 積 の 合 計 が    

５，０００平方メートル以上のと

き  

１件  ２３４，０００  

ウ  認定の対象が住宅以外の建築物で

ある場合  

  

(ｱ) 都市の低炭素化の促進に関する

法律第５４条第１項第１号に規定

する基準（以下この項及び次項に

お い て 「 誘 導 す べ き 基 準 」 と い

う。）に適合しているかどうかの

基準が、建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令（平成２８

年経済産業省・国土交通省令第１

号。以下この項から第１９項まで

において「省令」という。）第１

条第１項第１号ただし書に定める

方法又は同号イに定める基準（以

下 こ の 項 か ら 第 １ ５ 項 ま で 、 第  

１８項及び第１９項において「建

築物エネルギー消費性能基準にお

ける標準入力法・主要室入力法」

という。）による場合  

  



ａ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３００平方メートル未満のとき  

１件  １８９，０００  

ｂ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

１，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ２３７，０００  

ｃ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ３０６，０００  

ｄ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ４３７，０００  

ｅ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

１０，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ５３８，０００  

ｆ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ６３６，０００  

ｇ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   １件  ７２６，０００  



２５，０００平方メートル以上

のとき  

(ｲ) 誘導すべき基準に適合している

かどうかの基準が、省令第１条第

１項第１号ロに定める基準（以下

この項から第１５項まで、第１８

項及び第１９項において「建築物

エネルギー消費性能基準における

モデル建物法」という。）による

場合  

  

ａ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３００平方メートル未満のとき  

１件  ７２，０００  

ｂ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

１，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ９２，０００  

ｃ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満の

とき  

１件  １２１，０００  

ｄ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

１件  １９６，０００  



とき  

ｅ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

１０，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ２５７，０００  

ｆ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ３０８，０００  

ｇ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

２５，０００平方メートル以上

のとき  

１件  ３６２，０００  

別表５その他の表第１２項第１号エ中「（当該建築物における住戸の

総数が２以上のものに限る。）」を削り、「建築物全体」を「建築物」

に、「総戸数及び建築物の共用部分の床面積」を「建築物の住宅の部分

の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては、

共用部分の床面積を除く。）」に改め、同表第１３項第１号アからウま

でを次のように改める。  

ア  認定の対象が住宅の単位住戸であ

る場合  

  

(ｱ) 単位住戸が１の場合    

ａ  単位住戸の床面積 が２００平

方メートル未満のとき  

１件  １４，０００  



ｂ  単位住戸の床面積 が２００平

方メートル以上のとき  

１件  １６，０００  

(ｲ) 単位住戸が２以上の場合    

ａ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が  

３００平方メートル未満のとき  

１件  ２９，０００  

ｂ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が  

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

２，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ４８，０００  

ｃ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ８２，０００  

ｄ  単 位 住 戸 の 床 面 積 の 合 計 が

５，０００平方メートル以上の

とき  

１件  １１７，０００  

イ  認定の対象が住宅（認定の対象が

２以上の単位住戸を有するものに限

る。）である場合（共用部分に係る

数値を用いない方法による場合にあ

っ て は 、 共 用 部 分 の 床 面 積 を 除

く。）  

  

(ｱ) 住宅の床面積の合計が３００平 １件  ２９，０００  



方メートル未満のとき  

(ｲ) 住宅の床面積の合計が３００平

方メートル以上２，０００平方メ

ートル未満のとき  

１件  ４８，０００  

(ｳ) 住 宅 の 床 面 積 の 合 計 が    

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

５，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ８２，０００  

(ｴ) 住 宅 の 床 面 積 の 合 計 が    

５，０００平方メートル以上のと

き  

１件  １１７，０００  

ウ  認定の対象が住宅以外の建築物で

ある場合  

  

(ｱ) 誘導すべき基準に適合している

かどうかの基準が、省令第１条第

１項第１号ただし書に定める方法

又は建築物エネルギー消費性能基

準における標準入力法・主要室入

力法による場合  

  

ａ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３００平方メートル未満のとき  

１件  ９５，０００  

ｂ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

１件  １１９，０００  



１，０００平方メートル未満の

とき  

ｃ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満の

とき  

１件  １５３，０００  

ｄ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ２１８，０００  

ｅ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

１０，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ２６９，０００  

ｆ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

のとき  

１件  ３１８，０００  

ｇ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

２５，０００平方メートル以上

のとき  

１件  ３６３，０００  

(ｲ) 誘導すべき基準に適合している

かどうかの基準が、建築物エネル

  



ギー消費性能基準におけるモデル

建物法による場合  

ａ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３００平方メートル未満のとき  

１件  ３６，０００  

ｂ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上   

１，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ４６，０００  

ｃ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ６１，０００  

ｄ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メートル未満の

とき  

１件  ９８，０００  

ｅ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が  

５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上  

１０，０００平方メートル未満

のとき  

１件  １２８，０００  

ｆ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１０，０００平方メートル以上

２５，０００平方メートル未満

１件  １５４，０００  



のとき  

ｇ  建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

２５，０００平方メートル以上

のとき  

１件  １８１，０００  

別表５その他の表第１３項第１号エ中「（当該建築物における住戸の

総数が２以上のものに限る。）」を削り、「建築物全体」を「建築物」

に、「総戸数及び建築物の共用部分の床面積」を「建築物の住宅の部分

の床面積（共用部分に係る数値を用いない方法による場合にあっては、

共用部分の床面積を除く。）」に改め、同表第１４項第１号ア中「建築

物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国

土交通省令第１号。以下この項及び第１６項から第１８項までにおいて

「省令」という。）第１条第１項第１号イに定める基準（以下この項、

次項、第１８項及び第１９項において「標準入力法・主要室入力法」と

いう。）」を「省令第１条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築

物エネルギー消費性能基準における標準入力法・主要室入力法」に改め、

(ｵ )を (ｶ )とし、 ( ｲ)から ( ｴ )までを ( ｳ )から ( ｵ)までとし、同号ア ( ｱ )中

「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」を加え、同号ア (ｱ)

を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ２６，０００  

 別表５その他の表第１４項第１号イ中「省令第１条第１項第１号ロに

定める基準（以下この項、次項、第１８項及び第１９項において「モデ



ル建物法」という。）」を「建築物エネルギー消費性能基準におけるモ

デル建物法」に改め、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」

を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ２２，０００  

 別表５その他の表第１４項第２号ア中「基準が、」の次に「省令第１  

条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基

準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号ア (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」

を加え、同号ア (ｱ)を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ２３７，０００  

 別表５その他の表第１４項第２号イ中「基準が、」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能基準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)ま

でを (ｳ)から (ｵ)までとし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００

平方メートル以上」を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)

として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   １件  ９２，０００  



１，０００平方メートル未満のと

き  

 別表５その他の表第１５項第１号ア中「基準が、」の次に「省令第１

条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基

準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号ア (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」

を加え、同号ア (ｱ)を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １３，０００  

 別表５その他の表第１５項第１号イ中「基準が、」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能基準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)ま

でを (ｳ)から (ｵ)までとし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００

平方メートル以上」を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)

として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １１，０００  

 別表５その他の表第１５項第２号ア中「基準が、」の次に「省令第１

条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基

準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号ア (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」



を加え、同号ア (ｱ)を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １１９，０００  

 別表５その他の表第１５項第２号イ中「基準が、」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能基準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)ま

でを (ｳ)から (ｵ)までとし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００

平方メートル以上」を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)

として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ４６，０００  

別表５その他の表第１６項第１号中「第２９条第３項」を「第３４条

第３項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、「建築基準

法第６条第１項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

（ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 建 築 基 準 関 係 規 定 適 合 審 査 」 と い

う。）」を「建築基準関係規定適合審査」に改め、同号ア中「（住宅の

部 分 の 一 の 住 戸 を い う 。 以 下 こ の 項 か ら 第 １ ８ 項 ま で に お い て 同  

じ。）」を削り、同号エ中「第３０条第１項第１号」を「第３５条第１

項第１号」に、「第１０条第１号イ (1)及びロ (1)」を「第１０条第１号

ただし書に定める方法又は同号イ (1)及びロ (1)」に、「標準入力法・主

要室入力法」を「誘導基準における標準入力法・主要室入力法」に改め、



(ｶ)を (ｷ)とし、 ( ｳ )から (ｵ )までを ( ｴ )から ( ｶ )までとし、同号エ (ｲ)中

「３００平方メートル以上」を「１，０００平方メートル以上」に改め、

同号エ (ｲ)を同号エ (ｳ)とし、同号エ (ｱ)の次に次のように加える。  

(ｲ) 建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のとき  

１件  ２３７，０００  

別表５その他の表第１６項第１号オ中「モデル建物法」を「誘導基準

におけるモデル建物法」に改め、 (ｶ)を (ｷ)とし、 (ｳ)から (ｵ)までを (ｴ)

か ら ( ｶ ) ま で と し 、 同 号 オ ( ｲ ) 中 「 ３ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 」 を     

「１，０００平方メートル以上」に改め、同号オ (ｲ)を同号オ (ｳ)とし、

同号オ (ｱ)の次に次のように加える。  

(ｲ) 建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のとき  

１件  ９２，０００  

別表５その他の表第１７項中「第３１条第１項」を「第３６条第１  

項」に改め、同項第１号中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、

「 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 号 エ 中 「 基 準  

が、」の次に「省令第１０条第１号ただし書に定める方法又は誘導基準

における」を加え、 (ｶ)を (ｷ)とし、 (ｳ)から (ｵ)までを (ｴ)から (ｶ)までと

し、同号エ (ｲ)中「３００平方メートル以上」を「１，０００平方メー

トル以上」に改め、同号エ (ｲ)を同号エ (ｳ)とし、同号エ (ｱ)の次に次の

ように加える。  

(ｲ) 建築物の床面積の合計が３００ １件  １１９，０００  



平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のとき  

別表５その他の表第１７項第１号オ中「基準が、」の次に「誘導基準

における」を加え、 (ｶ)を (ｷ)とし、 (ｳ)から (ｵ)までを (ｴ)から (ｶ)までと

し、同号オ (ｲ)中「３００平方メートル以上」を「１，０００平方メー

トル以上」に改め、同号オ (ｲ)を同号オ (ｳ)とし、同号オ (ｱ)の次に次の

ように加える。  

(ｲ) 建築物の床面積の合計が３００

平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のとき  

１件  ４６，０００  

別表５その他の表第１８項中「第３６条第１項」を「第４１条第１  

項」に改め、同項第５号中「基準が、」の次に「省令第１条第１項第１

号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基準における」

を 加 え 、 カ を キ と し 、 ウ か ら オ ま で を エ か ら カ ま で と し 、 同 号 イ 中  

「３００平方メートル以上」を「１，０００平方メートル以上」に改め、

同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

イ  建築物の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のとき  

１件  ２３７，０００  

別表５その他の表第１８項第６号中「基準が、」の次に「建築物エネ

ルギー消費性能基準における」を加え、カをキとし、ウからオまでをエ

からカまでとし、同号イ中「３００平方メートル以上」を「１，０００

平方メートル以上」に改め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のよ



うに加える。  

イ  建築物の床面積の合計が３００平

方メートル以上１，０００平方メー

トル未満のとき  

１件  ９２，０００  

別表５その他の表第１９項第１号ア中「基準が、」の次に「省令第１

条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基

準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号ア (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」

を加え、同号ア (ｱ)を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １３，０００  

別表５その他の表第１９項第１号イ中「基準が、」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能基準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)ま

でを (ｳ)から (ｵ)までとし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００

平方メートル以上」を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)

として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １１，０００  

別表５その他の表第１９項第２号ア中「基準が、」の次に「省令第１

条第１項第１号ただし書に定める方法又は建築物エネルギー消費性能基



準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)までを (ｳ)から (ｵ)まで

とし、同号ア (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００平方メートル以上」

を加え、同号ア (ｱ)を同号ア (ｲ)とし、同号アに (ｱ)として次のように加

える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  １１９，０００  

別表５その他の表第１９項第２号イ中「基準が、」の次に「建築物エ

ネルギー消費性能基準における」を加え、 (ｵ)を (ｶ)とし、 (ｲ)から (ｴ)ま

でを (ｳ)から (ｵ)までとし、同号イ (ｱ)中「合計が」の次に「１，０００

平方メートル以上」を加え、同号イ (ｱ)を同号イ (ｲ)とし、同号イに (ｱ)

として次のように加える。  

(ｱ) 建 築 物 の 床 面 積 の 合 計 が   

１，０００平方メートル未満のと

き  

１件  ４６，０００  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  


